
令和８年度 大空町 お母さんと子どものスケジュール表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 対 象 会場 受付時間 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

健

康

診

査 

乳幼児健診 

4～5か月児 

7～8か月児 

10～11か月児 

1歳 6～7か月児 

2歳 6～7か月児 

3歳 5～6か月児 

東 13:00～   ８(月)  ２４(月)  ２６(月)    15(月)  

女 12:50～  25(月)  １３(月)  ７(月)  ９(月)  １8(月)  8(月) 

健

康

相

談 

乳幼児相談 0歳～就学前まで 

東 
14:20 ～

15:00 
  ８(月)  ２４(月)  ２６(月)    15(月)  

女 
14:20 ～

15:00 
 25(月)  １３(月)  ７(月)  ９(月)  １8(月)  8(月) 

フ ッ素 塗 布 1歳～就学前まで 女 
13:00 ～

13:30 
  1１(木)   1０(木)   1０(木)   1１(木) 

離乳食教室 5～8か月児 
研修

東 

13:00 ～

13:15 
９(木)    ６(木)    3(木)    

コアラ学級 1歳未満児 

東 
10:00～ 

11:30 
      

8(木) 

１5(木) 

２2(木) 

29(木) 

     

女 
10:00～ 

11:30 
 

21(木)

28(木) 

4(木) 

１0(水) 
         

※都合により日程が変更になる場合があります。広報誌や毎月の「生活カレンダー」「そらナビ」とあわせてご覧ください。 

※会場 東：ふれあいセンターフロックス 女：河川防災ステーション 研修：女満別研修会館 

＜乳幼児健診＞ 

健診の対象者には、個別にご案内致します。可能な限りお住まいの地区の健診をご案内します。 

対象月齢であれば、どちらの会場の健診も受診できます。 

持ち物：母子手帳、受診票、バスタオル 

＜乳幼児相談＞ 

乳幼児健診とあわせて行っています。（受付時間にご注意ください。） 

身体計測や栄養士、保健師の相談をご利用いただけます。言葉や発達の相談もできます。 

事前予約は必要ありませんので、直接お越しください。 

＜フッ素塗布＞ 

事前に予約が必要です。予約開始は「まちのおしらせ」でご案内します。 

東藻琴地区は、乳幼児健診日にあわせてフッ素塗布を行います。 

健診対象者以外でフッ素塗布を希望する場合は、予約が必要です。 

持ち物：母子手帳、歯ブラシ、塗布料金 300円 

 

  子育て支援センター 

0歳からの乳幼児を対象にした、自由に集まれる遊びの広場です。 

 わんぱくクラブ （東藻琴） あそび の ひろば （女満別） 

 日 時：毎週月曜日から金曜日まで 

10:00～12:00 

場 所：のんきっず館 

電 話：0152－66－3453（直通） 

日 時：毎週月曜日から金曜日まで 

      9:30～12:00 

場 所：めちゃいるど館 

電 話：0152－74－5151（直通） 

 
指導員が常駐しています。子育ての悩み、疑問などもご相談ください。月の遊びのテーマが「まちのおしらせ」

に掲載されますのでご覧ください。 

 

【申込み・問合わせ】 

大空町役場  福祉課健康介護グループ      ℡ ７７－８０８４     

東藻琴総合支所  住民福祉課福祉グループ  ℡ ６７－７１１３   

 

  

 

 

母子モ（ぼしも）で検索。アプリストアからダ

ウンロードしてご利用ください。 

     

Ａｎｄｏｒｏｉｄ用       ｉｏｓ用    

 

＊利用料金はかかりません。 

 

乳幼児健診やフッ素塗布、コアラ学級等

の事業は、子育てアプリ「そらベビ」で

随時案内されますので、ご確認くださ

い。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託医療機関名 電話番号 予  約 接 種 日 ・ 時 間 

女満別中央病院 0152-74-2181 必要 １週間前までに予約  

大空町東藻琴診療所 0152-66-2611 必要  １週間前までに予約 
予診票に保健師の確認印が必要です。接種日前日までに保健師へ

お問合わせください。 

美幌町立国民健康保険病院 0152-73-4111 必要  
3 日前までに予約 

（平日 8 時 30 分～17 時 15 分） 
月～金曜日：10 時 30 分～11時 30 分 13 時 30 分～14時 30 分 

網走厚生病院 0152-43-3157 必要 
3 日前までに予約 

（月～木の１４～１7 時） 
水曜日：受付 13時 30 分～ 接種受付開始後～ 

北見赤十字病院 0157-24-3115 必要 小児科通院中の方のみ接種可能 木曜日：9 時 30 分～11 時 13 時 30 分～15 時 

中村記念 愛成病院 0157-33-3088 必要 木～土曜日 14 時～16 時 火曜日：14 時～16 時（その他の曜日は応相談） 

定期接種 対 象 接種回数と接種間隔 他の予防接種との間隔 

ロタウィルス 生後２週～３２週まで 

ロタリックス：生後２週～２４週の間に４週以上の間隔をおいて２回接種します。 

ロタテック：生後２週～３２週の間に４週以上の間隔をおいて３回接種します。  

＊１回目は、１４週６日までに接種。 

異なるワクチン同士の 

接種間隔 

 

注射生ワクチン  
 

 
注射生ワクチン 

 

→接種翌日から２７日
あける（４週後の同
じ曜日から接種可
能） 

 

 

 

 

注射・経口    
   生ワクチン 
 

 
不活化ワクチン 

 

 

不活化ワクチン 
 

 
不活化ワクチン 

 

経口生ワクチン 
 

 
生ワクチン 

 

→接種翌日から接種
可能 

 

Ｂ型肝炎 

生後１２か月未満 

（標準：生後２～ 

８か月まで） 

２７日以上の間隔をおいて２回接種します。 

１回目終了後、１３９日以上の間隔をおいて３回目の接種をします。 

小児用 

肺炎球菌 

生後２か月～ 

６０カ月未満 

２７日以上の間隔をおいて３回接種します。       

３回目終了後、60日以上の間隔をおいて４回目の接種をします。 

＊生後 7か月以上で接種を開始される場合は、接種回数が異なりますのでご相談ください。 

＜ご注意ください＞ 

５種混合・肺炎球菌の初回接種において

接種間隔から外れた場合は、事前に保健

師までご連絡ください。 

直接病院へ行かれても、接種できない場

合があります。 

５種混合 

生後２～９０か月未満

（初回標準：生後２～７

か月になるまでに開始） 

20日から５６日の間隔をおいて３回接種します。 

3回目終了後、６か月から１８カ月の間隔をおいて４回目の接種をします。 

 

Ｂ Ｃ Ｇ 

生後１２か月未満 

（標準：生後５～ 

８か月未満） 

標準的な接種期間は生後５か月～８か月未満です。 

＊接種できる医療機関は、美幌国保、愛成病院、北見日赤（通院中の方のみ）です。 

麻 しん 

風 しん 

混 合 

第１期 １～２歳未満 

第２期 就学前１年間 

1期 1回、2期 1回接種します。 

＊2期予診票は、対象時期が近づいてからお送りします。 

水ぼうそう 
生後１２か月～     

３歳未満 

標準的な接種期間は生後 12か月～15か月までです。 

1回目終了後、6か月～12か月の間隔をおいて 2回目の接種をします。 

日本脳炎 

第１期 生後６～ 

９０か月未満 
 

 
第２期  

満９～１３歳未満 

標準的な接種期間は満３歳～４歳未満です。 

６日～２８日の間隔をおいて 2回接種します。２回目終了後、6か月～1年の間隔をおいて３回目の接種をします。 
 
 
標準的な接種期間は満 9歳～１０歳未満です。 

9歳～13歳未満に１回接種します。 

※接種対象年齢を過ぎますと費用が全額自己負担となりますのでご注意ください。 

※予診票を紛失した場合は、母子手帳を持参し、ご来庁ください。 

※住民票を町外へ異動された場合は、大空町の予診票は使用できません。 

 

 

 

令和８年度 大空町予防接種 

任意接種の助成  

おたふくかぜワクチン～満 1歳から小学校就学前（1回目接種分のみ） 

インフルエンザワクチン～中学 3年生まで（1年度あたり 2回接種分）  

町内医療機関：自己負担なく受けられます。（印鑑持参） 

町外医療機関：申請により払い戻し（償還払い）が受けられます。 

  

 

 

 

予防接種委任状について 

予防接種は保護者（ご両親のどちらか）が同伴することが原則となって

おり、保護者以外の方が同伴する場合は、予診票の他に「予防接種委任

状」が必要となります。なお、委任できるのは、接種を受けるお子さまの健

康状態を熟知している親族の方とされています。委任状の用紙が必要な方

は、事前にご連絡ください。 

 

副反応がでた場合 

※定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要にな

ったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接

種法に基づく補償を受けることができます。 

※下記の場合は予防接種法に基づく法定接種とはならず、万が一健康被害が出た場合

には『独立行政法人医薬品医療機器総合機構法』による保障となる場合があります。  

①対象年齢を超えたり、規定の接種間隔をはずれた場合 

    ②定期接種以外の任意の予防接種 

③定期接種のものと任意接種のものを同時に受けた場合 

 


